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高齢者福祉施設の運営に必要な労務管理について----------------横浜南労働基準監督署 

 

（はじめに） 

 本稿は、厚生労働省が例年・随時作成しているパンフレット等について介護福祉施設の事業を営

む事業者の方々に向けて必要と思われる項目について再編集・説明等加筆したものです。 

 元のパンフレット等や様式関係を確認したい場合は、文中に URL やリンク先を設けていますので

参照してください。 

 

※ 検索サイトなどで 用語「厚生労働省 リーフレット」と組み合わせて知りたい事項のキーワー

ドで検索しても該当ページが出てきます。「36 協定」「変形労働時間制」「宿日直許可」などの具

体的なキーワードと組み合わせて検索すると該当ページが検索結果に出てきやすいです。 

 

※ リーフレットや様式のダウンロードに便利なサイトを以下とおりご紹介します。  

【様式関係】 

厚生労働省主要様式ダウンロードコーナー （労働基準法等関係主要様式） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rou
doukijunkankei.html 

 

【リーフレット】 

厚生労働省 労働基準関係リーフレット 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html 

 

厚生労働省 安全衛生関係リーフレット 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

gyousei/anzen/index.html 

 

神奈川労働局 パンフレット・リーフレット 

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/pamphlet_leaflet.html 

 

東京労働局 パンフレット・リーフレット 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-

roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html 
（労働基準法関係） 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/newpage_00379.html 

【神奈川労働局】 

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home.html 
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中小事業者につきましては、次の外部資源の活用も検討してください。 

※ 『働き方改革推進支援センター』の活用について 

働き方改革推進支援センター特設サイト 

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/ 電話 0120-910-090 

中小企業・小規模事業者の方々が抱える様々な労務管理や助成金活用といった課題に対応するため、

ワンストップ相談窓口として、「働き方改革推進支援センター」を開設しています。例えば、以下の

ようなお悩みについて、無料で社労士等の専門家への相談や訪問支援を受けることができます。 

・ 36 協定について詳しく知りたい。何から手をつければいいか分からない。 

・ 賃金引上げに活用できる国の支援制度を知りたい 

・ 人手不足に対応するため、どのようにしたらよいか教えてほしい 

・ 助成金を利用したいが利用できる助成金が分からない 

・   非正規雇用労働者の待遇を改善したい～その待遇の違い、説明できますか？～ など 

 

※ 『神奈川地域産業保健センター』の活用について 

独立行政法人 労働者健康安全機構 神奈川産業保健総合支援センター  

https://www.kanagawas.johas.go.jp/  電話 045-410-1160 

地域産業保健センターでは、以下のような産業保健サービスを無料で受けられます。 

労働者数 50 人未満の小規模の事業者を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導等の産業

保健サービスを無料で提供しています。＊利用には事前の申込みが必要です。 

 

● 労働者の健康管理〈メンタルヘルスを含む）に係る相談 

健康診断で、脳心臓疾患関係の主な検査項目（血中脂質検査、血圧の測定、尿中の糖の検査、

心電図検査）に異常所見があった労働者に対し、医師または保健師が日常生活面での指導など

を行います。メンタルヘルス不調を感じている労働者に対しても相談、指導を行います。 

● 健康診断の結果についての医師からの意見聴取 

健康診断で異常の所見があった労働者に関して、健康保持のための対応策などについて、事業

主が医師から意見を聴くことが出来ます。 

●  ストレスチェックに係る高ストレス者及び長時間労働者に対する面接指導 

ストレスチェックの結果、高ストレスであるとされた労働者及び、時間外労働が長時間に及ぶ

労働者に対し、医師が面接指導を行います。 

● 個別訪問による産業保健指導の実施 

医師、保健師または労働衛生工学の専門家が事業場を訪問し、作業環境管理、作業管理、メン

タルヘルス対策等の健康管理の状況を踏まえ、総合的な助言・指導を行います。 

● 働く人の健康応援！ ゼロ災無料出張サービス 

「転倒災害」や「腰痛災害」の災害防止対策に取り組んでいる社会福祉施設を支援するため、健

康運動指導士などの専門家を派遣して、中高年齢労働者の身体機能の維持・改善と足腰の筋力や

バランス力の低下を防ぐ「転倒予防」と「腰痛予防」等をお手伝いします。 
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1. 労働契約、労働関係法令、事業場・使用者／事業主・労働者とは 

(1) 労働契約とは 

 民法第 623 条～631 条に規定される「雇用」という民事契約の１形態です。 

 民法においては、契約当事者各々の権利・義務関係の一般原則を定めており、トラブル等に

際して請求権の根拠となります。 

「雇用」は民法第 623 条において「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、

相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」と規

定されており、口頭でも成立します。 

 

(2) 労働関係法令 

・ 労働基準法   個々の労働契約に関する最低限のルールを定めた法律です。 

違反について罰則があるという刑事法的な側面と、違反する契約を法の

域まで引き上げるという民事的な側面があります。 

・ 労働安全衛生法 労働者の安全・健康の確保を目的とした法律です。 

・ 労働契約法   労働契約に係る民事上の判例法理を明文化した法律です。 

・ 労災保険法   労働者が業務上負傷した際の保険給付に関する法律です。 

・ 労働組合法   労働組合の権利や団体交渉などについて定めた法律です。 

・ その他（参考） 育児介護休業法、職業安定法、労働者派遣法などがあります。 

☺ 本書ではわかりやすく説明するため、一部の法令用語を一般的な用語に置きかえています。 

☺ 文中の表記において、「労働基準法」を「法」と略しています。 

 

(3) 事業場・使用者・労働者とは 

・ 事業場  労基法の適用単位で、原則１つの場所（所在地）で１事業場です。 

     法人単位ではありません。届出関係は事業場ごとに届出が必要です。 

・ 使用者  事業主その他事業主のために行為をするすべての者であり、代表者に 

限りません。 

・ 事業者(主)「事業を行う者で、労働者を使用する者」で法人や代表を指します。 

・ 労働者  事業等に使用される者で、賃金を支払われる者を指します。※ 

    

※ 委託や請負について 

労働者と「業務委託」や「請負契約」を形式的に交わしたとしても、その実態が労働基準

法の「使用者」と「労働者」と認められる場合には、労働基準法が適用されます。 

 労働者と認められるかについては、①業務遂行上の指揮監督の有無、②報酬の労務対償性

のほか、事業者性の有無や専属性の程度といった実態で判断されます。 

 

※ 親族や役員について 

「親族」---同居の親族は原則として労働者に該当しませんが、一般事務又は現 

場作業に従事し、かつ、事業主の指揮命令に従っていることが明確で 



 

5 
 

労務管理及び就労実態が他の労働者と同様になされている場合は労 

働者として取り扱います。      

「役員」---事業主と同様の立場で、共同経営者として、労務管理を受けず、かつ 

報酬も賃金ではなく役員報酬であるような場合は労働者に該当しま 

せんが、事業主との間に使用従属関係があり賃金を受けている場合に 

は、その限度で労働者に該当します。  
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2. 労働契約締結時の注意点、労働条件の書面明示（「労働条件通知書」） 

(1) 労働基準法に違反する契約は締結できません。 

→ 労働基準法が定める労働条件は、会社と労働者の双方の合意にかかわらず、法律が強制的

に適用される“強行規定”と呼ばれるものです。労働基準法に違反する契約は無効になり、無

効となった部分は法令の基準が適用されます。（法第 13 条） 

⚠注意 

 下記のような労働契約は労使間で合意していても無効です。 

✖ 仕事のミスによる損失に対し、予め違約金や損害賠償金額を決める（法第 16 条） 

✖ 前借金分は賃金を支払わない（法第 17 条） 

✖ 毎月の賃金の一部を貯金しなければ雇わない（法第 18 条） 

✖ 試用期間中に退職した場合には賃金を支払わない（法第 24 条） 

✖ 残業代を支払わない（法第 37 条） 

✖ 年休を与えない（法第 39 条） 

 

また後述の「就業規則」を作成している事業場に関しては、労働基準法に達しない労働条件

もその部分について無効となり、無効となった部分は法令で定める基準によることとなります。   

労働組合がある事業場に関しては「労働協約」に反する労働契約もまた同様です。 

 

(2) 契約期間について 

有期労働契約は、会社と労働者の双方をその期間中拘束するものです。特に定めがなければ、

特別な事情がない限り、どちらかの一方的な理由での解約はできません。 

 労働基準法では有期労働契約の期間について次のとおり限度を設けています。 

ア．有期労働契約を締結する場合は、原則３年以内とする必要があります（法第 14 条）。 

イ．例外：５年以内まで可能なケース 

 ① 満 60 歳以上の者 

 ➁ 高度で専門的な知識を有する者（医師、弁護士 など） 

ウ．３年を超えて契約することが認められているもの 

 ① 一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの（建設工事など有期事業） 

 ➁ 労基法７０条による職業訓練のため長期の訓練期間を要するもの【特例】 

 

☕プラスアルファ ～有期契約の無期転換ルール～ 

有期労働契約の更新で通算５年を超えたとき、労働者の申出により無期労働契約に転

換できることが労働契約法で定められています。なお、定年後の再雇用者などは、一定

の要件により例外措置を設けることができます。（労働契約法第 18 条） 

 

(3) 労働契約を締結したら、「労働条件通知書」を労働者に書面交付してください（法第 15 条） 

① 労働条件の通知のしかた 

 労働者に労働条件を伝えるには、厚生労働省が定める方法によります。それは、 
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ア.書面 

イ．ファックス 

ウ．電子メールなど、のいずれかの方法になります。  

ただし、イ、ウの方法で行う場合、労働者がこの方法を希望した場合に限られ、かつ労働者

が書面を作成できるもの（出力等の方法で手元に入手できること）に限られます。 

 

➁ 明示が必要な事項 

 次の項目をもれなく労働条件通知書に定めて、労働者へ交付が必要です。 

 『労働条件通知書』のモデル様式は、本書冒頭の『厚生労働省主要様式ダウンロードコー

ナー』から Word 版がダウンロードできます。 

【いかなる場合も明示が必要な事項】 

① 労働契約の期間（無期労働契約か、有期労働契約か） 

② 就業場所（雇入れ直後の配置場所、変更の範囲） 

③ 職務内容（雇入れ直後の業務内容、変更の範囲） 

④ 給与の決定、計算・支払の方法、締切、支払の時期について 

⑤ 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇（年休を含む） 

⑥ 所定労働時間を超える労働の有無 

⑦ 労働者を 2組以上に分けて就業させる場合は、その就業時転換について 

⑧ 退職の事由と手続きについて 

⑨ 有期労働契約の場合 

 a 更新の有無 

 b 更新の判断基準 

 c 更新上限（有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限）の有無とそ

の内容 

 d 無期転換申込機会、無期転換後の労働条件 

※就業規則の周知に関する事項 就業規則を確認できる場所や方法 

 

注意： ＜パート、アルバイトは、パートタイム・有期雇用労働法により以下の労働条件

も明示＞ 

① 昇給の有無 

② 退職手当の有無 

③ 賞与の有無 

④ 相談窓口 

 

【労使の取り決めがある場合には、明示が必要な事項】 

① 退職金の決定、計算・支払の方法、締切、支払の時期などについて 

② 賞与や臨時に支払う賃金などについて 
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③ 労働者負担とする作業用品や食事代などについて 

④ 安全衛生について 

⑤ 職業訓練について 

⑥ 災害補償や業務外の疾病の補助などについて 

⑦ 表彰と制裁について 

⑧ 休職について 

 

（注意点） 

・  労働条件通知書の項目について「別紙のとおり」「就業規則のとおり」「別途〇〇（カレン

ダーやシフトなど）により定める」等と記載することは差し支えありません。ただし、この

場合、当然のことながら引用した「別紙」や「就業規則」や「〇〇」を労働者に提示すると

ともに、可能な範囲で書面交付してください。 

・  労働締結時に書面明示した労働条件を、後ほど変更した場合、なるべくその変更内容につ

いて書面により確認をすることが望ましいです。 

⚠ 注意 次のような通知方法は、違法です。 

✖ 労働条件通知書を入社 1か月後（就労後）に渡す 

✖ 有期契約の者について契約更新の際に労働条件通知書を交付しない 

✖ 求人票と同じ内容である旨を口頭で伝えるのみで、労働条件通知書を交付しない 

✖ 事実（実際の勤務）と異なる労働条件通知をする（※） 

※ 明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除す

ることが可能です。この場合、労働契約を解除した労働者が、就業のために住居

を変更していた場合であって、契約解除の日から 14 日以内に帰郷する場合は、

使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。家族ごと転居等していた場

合は家族の旅費も含みます。 

✖ 労働契約と異なる内容の労働条件通知書を交付する（※） 

※労働契約法により労働者の合意がなければ、原則として一方的に労働者の不利益

となる契約内容の変更はできません。 

 

3. 労働時間（法定労働時間と変形労働時間制） 

(1) 労働時間とは 

労働時間とは、労働者が会社の監督・指揮命令下にある時間のことをいいます。労働者が働く

時間だけではなく、それに付随する仕事の準備や片付けなどの時間も、労働時間となりえます。 

また、実際に作業していない待機時間や仮眠時間といった“手待ち時間”も、会社の監督・指

揮命令下にあれば労働時間です。 

積極的に使用者が残業の指示をしなかったとしても、会社が残業の存在を知りつつ放置してい

たり、会社が労働者に対して具体的に指示した仕事が正規の勤務時間内ではなされえないと認め

られるような場合には、「黙示の指示」があったとして労働時間と認められる場合があります。 

始業前や終業後に利用者対応をしなくてはならなかった時間や、休憩時間中に業務の電話に対
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応せざるを得なかった時間なども労働時間として把握すべき時間です。 

 

(2) 労働時間の把握と記録について 

2019（平成 31）年 4月に改正労働安全衛生法が施行され、労働時間の状況の把握と記録をする

ことが義務付けられました。この義務の対象は一般の労働者だけでなく、管理監督者やパート・

アルバイトも含めた全労働者です（労働安全衛生法第 66 条の８の３）。 

会社は、過重労働による健康障害防止のため、産業医の面談などを行い、労働者の心身の健康

状態を管理しなければなりません。 

労働者の健康管理の観点からも、労働者の始業・終業時刻を適正に把握して記録しましょう。 

 

【労働時間の把握と記録の方法】 

  （『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 

平成 29 年１月 20 日策定）』より） 

 

● 使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること 

 （１） 原則的な方法 

    使用者が、自ら現認することにより確認する 

    タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間記録等の客観的な記録を基礎として

確認する 

 （２） 直行、直帰などで原則の方法が取り得ない場合は、自己申告制を採用できる 

    この場合、次の措置を講じる。 

① 労働者や管理者に対して自己申告制の適正な運用等について、十分な説明を行う 

② 自己申告により把握した労働時間と、パソコンの使用時間等から把握した在社時間

との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、労働時間を補正する 

③ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害

する措置を設けてはならない 

 

 

【賃金台帳の適正な調製】 

 賃金台帳には、各種手当の支給額や控除額だけではなく、『労働日数、労働時間数、休日労働

時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数』といった項目まで適正に記入することが必要で

す（法第 108 条（労働基準法施行規則第 54 条））。 

 

(3)  法定労働時間 

→ 労働時間(※)は、休憩時間を除き、原則１日８時間・１週 40 時間以内としなければ 

なりません。（法第 32 条） 

 社会福祉施設につきましては、労働者数 10 人未満の事業場であれば、１週 44 時間 

以内までは法定労働時間となります。 

1 日とは０時から 24 時までのことをいいますが、一勤務が 24 時をまたぐ場合には、始業時

刻のある日の労働として取り扱います。 
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(4) 変形労働時間制について 

→ 変形労働時間制とは一定の期間の労働時間の平均を法定労働時間内（週４０時間）に収める代

わりに、法定労働時間（１日８時間／１週４０時間）の枠を伸ばしたり縮めたり、と変形させる

ことができる制度のことです。 

 

 上の表のうち、③は業種限定の制度であるため社会福祉施設では利用できません。 

また④については労働者に始業終業時刻を自由にさせるという運用態様になるため、社会福祉施

設での採用は困難である場合が多いと思われます。 

 ですので①と②について以下説明します。 

 

※ 説明文中の各種協定書などは、前述の厚生労働省主要様式ダウンロードコーナー 

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouki

junkankei.html）から様式をダウンロードできます。 

 

① １か月単位の変形労働時間制 

・ １か月の労働時間の平均を週４０時間（１０人未満の事業場であれば週４４時間）とする

制度ですので、年間での繁閑の差があまりない場合や、夏季・冬季などのまとまった休暇

期間がない事業場が採用するのに適しています。 

・ 労使協定の締結・届出か、又は、就業規則へ定めることにより採用できます。 

・ 定める内容は、以下のとおり。 

・ 対象労働者の範囲（例：「〇〇職には１か月単位の変形労働時間制を適用する。」） 

・ 変形期間の起算日（例：「起算日は毎月１日とする。」） 

・ 各日・各週の労働時間数（例：各日・各週の労働時間数は～（※）～とする。） 

（始業・終業の時刻含む（例：各日の始業・終業時刻は以下のとおり。）） 

※ 月ごとにシフト編成をする場合、その旨を記載することで差支えありませんが、「各

シフトの始業・終業時刻」「各シフトの組合わせ方」「シフト表の作成手続とその周知

方法」などを定めておくことと、起算日前までにシフト表を決定することが必要です。 
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② １年単位の変形労働時間制 

・ １か月を超える期間～最長１年の範囲で、任意の一定の期間の労働時間の平均を週４０時

間とする制度ですので、年間での繁閑の差がある場合や、夏季・冬季などのまとまった休

暇期間がある事業場が採用するのに適しています。 

・ 労使協定の締結・届出と就業規則への記載の両方とも必要です。 

・ 労使協定に定める事項は以下のとおり。 

・ 対象の労働者、対象の期間、有効期間 

・ 特定期間（特に繁忙な期間のこと、なければ「なし」） 

・ 対象期間中の労働日と各日の労働時間数 

（１か月毎に区切る場合は最初の１か月の労働日と各日の労働時間、 

それ以外の期間の労働日数及び期間中の総労働時間） 

（注意点） ✓ １か月毎に区切る運用をする場合は、各期間の開始の 30 日前までに、当該

期間の労働日と各日の労働時間を定める必要があります。 

 １年間の総労働日数の限度は 280 日です。 

 １日の労働時間の上限は 10 時間です。 

 １週の労働時間の限度は 52 時間です。 

 １週の労働時間が 48 時間を超える週の連続は３週までです。 

 連続労働日数は６日まで、特定期間中は週１回の休日を確保し 12 日までで

す。 

・ 協定締結後は、協定届（2021 年 4 月からチェックボックスが追加されました）、協定書(写

し)、添付書類（カレンダーなど）を、所轄の労働基準監督署に提出してください。 

・ 詳細は、リーフレット『1年単位の変形労働時間制導入の手引き』をご覧ください。 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-

roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf 

 

4. 休憩 

休憩時間とは「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」です（労働者

が自由に利用できる時間ともいえます）。 

休憩時間の原則は、①労働時間の途中に法定の時間数以上与える、②一斉に与える、③自由利

用できる、です（法第 34 条）。 

  

  ① 労働時間が６時間を超える場合は 45 分以上、８時間を超える場合は１時間以上の休憩を労

働時間の途中に与えなければなりません。 

➁  社会福祉施設では、例外が認められており一斉に与えなくてもよいことになっています。 

  ただし、休憩時間が各自ランダムな場合は、上記３（2）労働時間適正把握の観点から、取

得状況を記録してください。 

③ 休憩時間は、労働から解放されている必要があります。 
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したがって休憩や仮眠時間を設けて作業をさせていなくとも、電話や来客、利用者からコ

ールがあった場合には、休憩を中断して対応することが求められている場合は、労働から解

放されているとは認められず、休憩を与えたことにはなりません。 

 

 

5. 休日 

→ 法定休日（法第 35 条）とは「労働義務のない日」を指し、 

 ① １週間に１回 または ②４週間に４日以上 設定する必要があります。 

 （１週間に２回の休日があった場合、うち１日が「法定休日」になります。） 

よって、就業規則や労働条件通知書で休日について記載する場合は、休日をカウントする「週」

の起算日を規定してください。 

（例：休日に係る「週」の起算日は月曜日とする…など） 

 

 → また「休日」とは原則“暦日”で与えなくてはなりません。※ 

 

※  夜勤などで“日をまたぐ勤務”がある場合は、休日が確保できているか注意してください。（例

えば月～金まで日勤で、土～日は日をまたぐ夜勤に入るような場合、１週１休が確保できていな

いことになります。） 

 

※  月々のシフト表で、夜勤日をその都度設定する運用の場合は、例外（継続 24 時間パターンの

休日）を採用することはできません。 

この例外パターンを採用できるケースは、24 時間操業の工場や発電所等における３交代制勤

務のように、例えば３班で 1直から３直を年間通して規則的に回し続けるような場合を想定して

います。 
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（振替休日について） 

休日の原則は上述したように①１週１休か②４週４休のため、４週４休を超えない範囲であ

れば、予め定めた「法定休日」を別の週に振り替えることが可能です。 

（就業規則記載例：１週１休を原則とするが、４週４休を超えない範囲で休日の     

振替を行うことがある。この場合の手続きは～とする。など） 

 

 よく似た制度に「代休」がありますが、両者の違いは以下の表のとおりです。 
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6. 時間外労働・休日労働と「３６協定届」 

(1)36 協定の作成と届出 

  労働者の残業や休日出勤は、その理由をしっかりと確認し、36 協定の範囲内で行いましょう。 

→ 「法定労働時間」を超えて勤務を行わせる場合（「時間外労働」といいます）、「法定休日」に

勤務を行わせる場合（「休日労働」といいます）、「時間外労働・休日労働に関する労使協定※」

（いわゆる「３６協定」）を締結し、所轄労働基準監督署に届出しなくてはなりません。 

 また、３６協定届は、時間外・休日労働を行わせる前に届出を行わなくてはなりません。 

→ 前述の厚生労働省主要様式ダウンロードコーナーから様式をダウンロードできます。 

☕プラスアルファ ～「 所定労働時間」と「法定労働時間」の違い～ 

 所定労働時間は労働契約や就業規則等で定めている時間のことです。 

例えば、9時から 17 時まで（休憩１時間）であれば、1日の所定労働時間は 7時間とな

ります。 

 一方、法定労働時間は労働基準法で定められた 1 日８時間や 1 週 40 時間のことをい

います。労働基準法上の時間外労働とは、所定労働時間（例：7 時間）を超える時間の

ことではなく、法定労働時間（1日 8時間、1 週 40 時間）を超える時間のことをいいま

す。例えば 1 日 9時間の労働をした場合には、法定時間外労働は 1時間です。 

 

※ 労使協定の当事者は「労働者の過半数が加入する労働組合」がある場合はその労働組合、な

い場合は、(1)管理監督者ではなくかつ(2)投票や挙手などの(民主的な)方法により選出された

者になります。 

※ 「36 協定」で締結する事項は以下のとおりです。 
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※  協定届の上部枠外の『労働保険番号』『法人番号（法人の場合）』も記入が必要です。 

※  上表の事項について記入漏れがある場合は、受付ができない（不備返戻とさせていただく）

ことがありますのでご注意ください。 

 

(2) 残業の上限規制 

  働き方改革の一環として、残業（時間外労働）に上限が設けられました。残業は必要最低限と

し、労働者の健康や生活時間を確保してください。 

※ 詳細はリーフレット『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』（←リンク） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001138968.pdf をご覧ください。 

※ 派遣社員の 36 協定は派遣元が結びますが、派遣先がその 36 協定の上限規制内で時間外労働を行

わせる法的責任があります。 

 

(2) 時間外労働が制限されるケース 

 ＜以下の労働者は時間外労働が制限される＞ 

妊産婦… 妊娠中、産後 1 年を経過しない女性が請求した場合には、残業を行わせてはな

りません（法第 66 条）。 

年少者… 18 歳未満の労働者には、原則、残業をさせてはならず、深夜労働（22 時から

翌朝 5時）もさせてはいけません（法第 60 条、第 61 条）。 

危険有害業務に従事する者……法令で定める危険有害業務（※）に従事する者は、1 日の

時間外労働が 2時間を超えてはなりません（法第 36 条）。 

※該当業務の詳細は、管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。 

＜時間外労働の制限を請求できる労働者＞ 

 以下の労働者は、事業の正常な運営に支障を及ぼさない場合には、残業を 1か月 24 時間、1 年

150 時間を超えないものとするよう請求できます（育児介護休業法第 17 条、第 18 条）。請求があ

った場合、それらの時間を超えて残業をさせることはできません。 

育児中… 小学校入学前の子を養育する者。 

介護中… 要介護状態の家族の介護を行う者。 
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7. 労働時間の適用除外（管理監督者） 

 労働基準法第 41 条では、労働時間関係の法令に係る「適用除外」が定められています。詳細は、

厚生労働省ホームページ『管理監督者の範囲の適正化』掲載のリーフレットおよび FAQ をご覧く

ださい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/k

anri.html 
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 → 管理監督者であっても深夜労働時間の把握と深夜手当の支払い、年次有給休暇の付与、労働時

間の把握自体は必要であることにご注意ください。 

 また、事業場の規模や経営方針によっては、「施設長」や「〇〇主任」などの管理職の方々を、

既に「管理監督者」として扱っていることがあろうかと思いますが、管理監督者性の存否につい

ては今一度、ご確認いただきますようお願いいたします。 

 

8. 労働時間の適用除外②（宿日直に関する許可） 

(1) 労基法でいう「宿日直」とは 

法第 41 条に規定される労働時間等の適用除外許可の１つの形態で、具体的には労基法施行規

則第 23 条に「使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、

所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第三十二条の規定

にかかわらず、使用することができる。」と規定されていおり、「宿日直の許可」を受けた場合、

許可の範囲内の業務に労働者を従事させるにあたり、「労働時間」の規制を受けなくなります。 

（宿日直手当の他に「時間外」「休日」「深夜」の割増賃金の支払は不要です。） 

 

(2) 申請の仕方 

「様式第 10 号(第 23 条関係) 断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」の記入欄を埋め（記入し

きれなければ別紙に記載して添付）、勤務概要が分かる資料があれば添付して、正副２部を所轄

の労働基準監督署（方面・監督課）に提出してください。 
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(3) 許可基準 

（一般的な基準） 

・ 常態としてほとんど労働する必要のない勤務であること。（定時巡視、緊急対応・非常事態に

備えての待機等） 

・ 通常の労働の継続、始業・終業時刻に密着した時間帯に電話収受等を行うものは許可しない

ものであること。 

・ 宿日直勤務１回についての手当額は、宿日直勤務を行う労働者の１人１日の賃金（割増賃金

の基礎となる賃金）の平均額の３分の１以上であること。 

・ 宿直勤務については週１回、日直勤務については月１回を限度とすること。 

・ 宿直勤務については相当の睡眠設備の設置を条件とする。 

（社会福祉施設に係る基準） 

・ 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。 

・ 夜間の業務は、一般基準の他に少数の利用者に対して行う夜尿起こし、おむつ替え、検温等

の介助作業であって、軽度かつ短時間の作業に限り、通常の労働と同態様のものは含まれな

いこと。（回数は１回乃至２回程度、１回につき 10 分程度） 

・ 夜間に十分睡眠がとりうること。 

・ 一般の宿直許可基準を満たしていること。 

 

(4) 宿日直中に実際に「緊急対応」等が発生した場合 

宿日直業務は「緊急対応等に備えての待機」が許可対象範囲ですので、もし実際に「緊急対

応」が発生した場合は、当該緊急対応等を行った時間について実労働時間として把握をし、別

途、時間外や深夜等の割増賃金の支払をしてください。 

 

(5) 許可の有効期間、取消、出し直し 

宿日直の許可に有効期間はありませんが、許可内容と実態とが異なっている場合は許可が取

り消されることとなります。 

よって、業務内容が許可時と異なってきてしまったことを把握した場合や、賃金が増加する

などして宿日直手当が許可時より上がってしまう場合などは、許可を出し直すか、業務管理の

見直し（宿日直業務ではなく夜勤として管理するなど）をするようにしてください。 

 

(6) 「断続労働に従事する者」に対する適用除外許可との違い 

通常勤務を行う者が週１回／月１回を限度に「宿日直」業務を行う場合は、上述の「宿日直」

の許可申請をしますが、元々「宿日直」対象業務専門で雇い入れる（本来業務が「宿日直」業務

である）場合については、「断続労働に従事する者」に対する適用除外許可を申請します。（様

式第 14 号（第 24 号関係）） 

この許可は、宿日直許可と異なり、定額の宿日直手当の支払ではなく、時間に応じた賃金と

深夜労働に係る割増賃金の支払が必要です。また業務密度に応じて最低賃金減額特例許可が受

けられることがあります。（様式第５号（第 4条関係）） 
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（断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書） 

 

 

（最低賃金減額特例許可申請書-断続的労働用） 

 

※2021 年 4 月から使用者印は不要となっています。 

 

9．年次有給休暇 

年次有給休暇とは労働基準法上の労働者の権利の１つで、一定期間勤務した労働者に対して、そ

の出勤率により一定日数が付与され、労働者からの申請（時季指定）により、所定労働日に係る

労働義務を、賃金請求権を損することなく免除しなくてはならないという制度です（法第39条）。 
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※ 詳細は、リーフレット『年５日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』も併せてご確

認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf 

 

 

（ご注意） 

・  出勤率の算定上、例えば新型コロナ禍による休業期間（使用者の責に帰すべき休業でも不

可抗力による休業でも）は「全労働日」から除外してください。また労災による休業期間、

産前産後休暇、育児介護休暇期間は「出勤したものとみなし」てください。 

・  年次有給休暇について、労働者は「時季の指定」（「いついつに取ります」という意思表示）

をすればよいのみですので、後述の適法な「時季変更権の行使」を除き「使用者の承認を得

る」必要はありません。 

（即ち「事業主が認めなかったんだから休暇利用は認めない」、「（使用目的が）レジャーはダ

メ。冠婚葬祭か体調不良でないなら認めない」等は認められません。） 

（但し、争議行為・ストライキについてはこの限りではありません。） 

・ また、そもそも労働義務がない日（所定休日、休業、休職）に、年休を割り振って日数を消

化させることはできません。 
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（ご注意） 

・ 時季変更権を行使した場合、その経過や当該変更日を記録しておくとよいです。 

・ 年次有給休暇に係る労使協定は、所轄労働基準監督署への届出等は不要です。 

・ 時間単位年休の最小単位は１時間です。 
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（ご注意） 

・ 基準日（付与日）、取得日数、取得した日付を記載した「年次有給休暇管理簿」の作成が必要で

す。 

・ 時季指定に際しては労働者の意思・意見をよく確認してください。 

使用者による時季指定を実施する場合は、就業規則への記載が必要です。 

・ 年次有給休暇の付与日数が 10 日ない人も含めて事業場で一斉休暇をする場合は、法定以上の日

数を付与するか、「使用者の責めに帰すべき休業」として休業手当を支払ってください。 

・ 付与日（基準日）以降（又は以前から）ずっと休職中の方等については、休職中は年次有給休

暇を取得させる余地がないので、期間中に復職がなければ取得させなくても法違反とはなりま

せん。 

期間中に復職があれば復職後に５日を取得させる等してください。 

（これから休職する場合は、休職前の取得も検討してください。）  

 



22 
 

10．賃金（原則・賃金控除協定、休業手当、平均賃金、割増賃金、最低賃金） 

(1) 賃金支払の原則  

 

（賃金控除協定について） 

・ 様式は任意ですが、「具体的な項目」「控除を行う賃金支払日」は記載が必要です。 

・ 賃金控除協定は所轄労働基準監督署に届出不要です。 

・ 労使協定があれば何でも控除できるわけではなく、購買代金や組合費、福利厚生施

設等の費用など、事理明白なもののみ控除を認める主旨です。 

（「業務遂行中に発生した損害賠償の一切」と定めておけば、負担額に争いがあって

も一方的に賃金から控除できる、とはなりませんのでご注意ください。） 

・ 控除限度額について、労働基準法上限度はありません（但し「全額」は不可です）

が、民法上の差押等上限額を参考にすると賃金額の４分の１が限度になるのでご注

意ください。 

☕プラスアルファ ～賃金のデジタル払い～ 

令和５年４月から、使用者が労働者の同意を得る等の一定の要件を満たす場合、

厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者（●●ｐａｙなど。令和 6 年 1 月 19

日現在は、申請があった資金移動業者について厚労省で審議中です。）の口座へ

の資金移動による賃金支払（いわゆる賃金のデジタル払い）ができるようになり

ました。 

・利用可能な資金移動業者などの詳細は、厚労省サイト『資金移動業者への賃金支

払（賃金のデジタル払い）について』をご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudo

ukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html 

● 現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められません。 

● 賃金のデジタル払いは、賃金の支払い・受け取り方法の選択肢の１つです。賃



23 
 

金のデジタル払いを導入した事業所においても、全ての労働者の現在の賃金支

払い・受け取り方法の変更が必須となるわけではありません。 

● 労働者が希望しない場合は、これまでどおり銀行口座などで賃金を受け取るこ

とができます。また、雇用主は希望ない労働者に賃金のデジタル払いを強制し

てはいけません（労働者本人の同意がない場合や賃金のデジタル払いを強制し

た場合には、雇用主は労働基準法違反となり、罰則の対象になり得ます。）。 

● 賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座などで受け

取ることも可能です。 

 

☕プラスアルファ ～給与明細は交付が必要か？～ 

労働基準法には給与明細書についての明記はありませんが、口座振込の場

合は行政通達で賃金の支払に関する計算書を交付することが定められていま

す（令和 4年 11 月 28 日 基発 1128 第 4 号）。 

また、支払方法にかかわらず、所得税法で「給与明細書は交付しなければな

らない」と定めています。給与明細書は会社の義務として発行しましょう。 

 

(2) 休業手当 

  

・ 休業日について平均賃金の６割を保障する主旨ですので、半日や時間単位で休業さ

せた場合も、その日の実働賃金額が休業手当額に満たなければ差額の支払が必要で

す。 

（不可抗力による休業について） 

・ 不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休

業手当の支払義務はありません。 

・ 不可抗力による休業と言えるためには、 

①  その原因が事業の外部より発生した事故であること 

②  事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができ

ない事故であること 

  という要素をいずれも満たす必要があります。 

※ 
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・ ①については例えば天災事変により施設に物的な被害が出た場合のように、事業の

外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。 

・ ②については、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしてい

ると言えるか、具体的には例えば、在宅勤務などを含め、労働者に他に就かせるこ

とができる業務があるか十分に検討しているか等により判断されます。 

 

(3) 平均賃金 

 
 

 （ご注意） 

・ 平均賃金が使われる場面は、①解雇予告手当、②休業手当、③年次有給休暇（平

均賃金を選択している場合）、④労災保険給付（給付基礎日額の算定）、⑤減給の

制裁の際の上限計算です。 

・ 算定すべき事由の発生した日とはそれぞれ、①解雇を通告した日、②休業の初日、

③年次有給休暇の初日、④傷病日（疾病については診断確定日）、⑤制裁の意思表

示が到達した日です。 

・ ２暦日勤務（日をまたぐ勤務）で、日をまたいでから算定事由が発生した場合は、

原則、始業時刻の属する日が事由発生日となります。 

・ 雇入後３か月未満の方は、雇入後の期間で計算します。この場合で、賃金締切日

から計算すると１賃金支払期間に満たない方は、雇入日～事由発生日前日までの

期間で計算します。 

・ 算定期間中に労災による休業期間、産前産後休業期間、使用者の責に帰す休業期

間、育児介護休業期間、試用期間がある場合は、その期間と期間中の賃金は計算

から除外します。 

・ また賃金の総額には「臨時で支払われた賃金」（慶弔手当など）や「３か月を超え

る期間ごとに支払われる賃金」（ボーナスなど）は含めません。 

 

(4) 減給の制裁（懲戒処分）の限度額 



25 
 

→ 減給の制裁とは、事業者が懲戒処分の１つとして行う賃金の減額処分です。 

 例えば、遅刻をした際などに、遅刻をした時間分の賃金を支払わないのであれば 

 特段問題はありませんが（ノーワーク・ノーペイの原則といいます）、それ以上に 

賃金から差し引くような場合は「減給の制裁」になります。 

 

 

（ご参考） 

・ そもそも懲戒処分は労働契約法第 15 条に規定があり、客観的に合理的な理由がなく、

社会通念上相当でない場合は、権利濫用として無効となりますのでご注意ください。 

・ 「減給」以外にも一般的に「懲戒解雇」「出勤停止」「降格」などの懲戒処分がありま

すが、例えば「出勤停止」に伴い出勤停止期間中無給となることは、本項でいう減給

の制裁にはあたりません。また「降格」に伴い業務の変更があった結果賃金が下がっ

たという場合も減給の制裁ではありません（単に賃金を下げるという「降給」は減給

の制裁に該当します）。 

・ 賞与からの減給の制裁についても上述の制限がありますのでご注意ください。 
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(5) 最低賃金 

 

 

（ご注意） 

・ 現在の神奈川県最低賃金（時間額）は以下のとおりです。 

令和５年 10 月１日～  1,112 円 

・毎年、最低賃金の改定がありますので、最低賃金を下回らないようご注意ください。 
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☕プラスアルファ ～最低賃金の引上げ支援：業務改善助成金について～ 

 

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上、労働能率の増進を支

援し、事業場内で最も低い賃金額（事業場内最低賃金）の引上げに向けた環境整

備を図るための制度です。 

生産性向上のための設備投資等（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・

教育訓練）を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投

資などにかかった費用の一部を助成します。 

 

 

 

 

 

 

～例：福祉車両の導入～【生産性向上の効果】 

○導入前：利用者の送迎に多くの時間がかかり、複数の労働者で対応しなければ

ならなかった。 

○導入後：利用者が車椅子に乗ったまま乗降することが可能となり、送迎にかか

る人員の削減や全体の送迎時間の短縮につながった。 

 

※手続き詳細は、神奈川労働局ホームページ をご覧ください。 

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-

roudoukyoku/news_topics/topics/_120514.html 

 

※お問合わせ先 

業務改善助成金コールセンター（平日 8 時 30 分～17 時 15 分 受付） 

電話 0120-366-440 

神奈川労働局雇用環境均等部 企画課（045-211-7357） 

 

  

設備投資等の計画

（例：福祉車両の導

入、教育訓練など） 

事業内最低賃金

の引上げ計画 

（計画の承認と事業の

実施後） 

業務改善助成金を

支給 
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(6) 割増賃金 

→  時間外労働、休日労働、深夜労働（22 時～朝 5時までの深夜帯の労働）につい

ては、下図のとおり割増賃金の支払いが必要です。 

 

 

（ご注意） 

・ 時間外労働時間は、１日８時間、１週 40 時間（44 時間）の法定労働時間を超えて労

働した時間です。 

・ 変形労働時間制を採用している場合の時間外労働時間は、①１日８時間を超える設定

をしている日は設定時間を超えて労働した時間、②１日８時間以下の設定の日は１日

８時間を超えた時間、③１週 40（44）時間を超える設定の週は設定時間を超えて労働

した時間、④１週 40(44)時間以下の設定の日は１週 40(44)時間を超えて労働した時

間、⑤変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間（①～④と重複す

る部分を除く）になります。 

・ 休日労働時間は、法定休日に労働した時間です。 

・ 深夜労働時間は、22 時～朝 5時までの深夜帯に労働した時間です。 

・ 時間外労働・休日労働は重複することはありませんが、深夜労働は時間外労働とも休

日労働とも重複することがあり（時間外労働を深夜帯に行った場合、休日労働を深夜

時間外労働が 60 時間超の割増賃金については、中小事業主への

適用が猶予されてきましたが、この猶予措置は、令和５年３月３１日をも

って廃止されています。 

５割増以上 
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帯に行った場合）、この場合は両方の割増賃金を支払う必要があります。 

・ 時間外＋深夜労働となった場合は、時間外割増賃金(25%)＋深夜割増賃金(25%)＝50％、

休日＋深夜労働となった場合は、休日割増賃金(35%)＋深夜割増賃金(25%)＝60%の割

増賃金が必要になります。 

（実務上、１か月分の時間をカウント・集計して賃金計算を行う場合が多いため、 

上述の計算をその都度行うことはあまりないかと思います。） 

 

（割増賃金の計算について） 
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⚠注意 ～違法な固定残業制度の運用について～ 

固定残業代は安易に無駄な残業が行われがちになり、効率的に仕事を進める上

でマイナスになることもあります。また、実際の残業時間に関係なく『定額を支

払えば残業させ放題』とする違法な運用が行われることもあります。 

 

 固定残業代とは、あらかじめ一定の時間外労働や深夜労働などを想定し、その

労働に対する割増賃金を、毎月固定の額で支払うものです。「定額残業代」「みな 

し残業代」とも呼ばれます。このような方式は、労働契約や就業規則等に明記す

れば、固定残業代を採用することができますが、運用には以下の点に注意してく

ださい。 

 設定した固定残業代に相応する労働時間数は何時間分なのか明確にし、36 協

定に定めた範囲内で時間数を定めてください。 

毎月の給与計算では、設定した固定残業代が、実労働時間に照らして不足して

いないか確認しなければなりません。 

固定残業代が実際の残業時間数に照らして算定した残業代よりも少ない場合

には、その差額を合わせて支払わねばなりません。 

その差額を翌月に繰り越して相殺することはできません。 

 

したがって、固定残業制度を採用した場合も、通常の場合と同じように毎月実

労働時間に応じて残業時間数の集計が必要なことには変わりありません 

（『固定残業制を採用しているので、毎月の残業時間の把握や毎月の残業代の計

算は必要ない』という運用は誤りです）。 

 

⚠注意 ～残業時間数の分単位は切り捨て OK？～ 

1 日の労働時間の集計で分単位の端数の切り上げは認められますが、切り捨て

ることはできません。 

ただし、１か月の時間外休日または深夜の労働時間を通算した合計について、

各 30 分未満の端数が出た場合は切り捨て、30 分以上の端数を１時間に切り上げ

て計算することはできます。 

 

※ 割増賃金の計算方法等について次の資料もご活用ください 

 ①東京労働局リーフレット「しっかりマスター労働基準法 割増賃金編」 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf 

 ②厚労省リーフレット「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします」 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-

Shokugyouanteikyoku/0000184068.pdf 
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11．就業規則・周知義務・労働者名簿・賃金台帳（保存年限・請求権の時効） 

(1) 就業規則 

 

（よくある別規定） 

・ 賃金規定（賃金関連事項が多岐に渡る事業場は別規定で作成することが多いです。） 

・ パート労働者就業規則（パートと正社員で規則を分ける必要がある場合など。） 

・ その他、育児・介護休業に関する規定、退職金規定、など。 

 

※ 2021 年 4 月から届出書及び意見書への署名，押印は不要となりました。 

また，就業規則のほか，各種労使協定にも周知義務があります。 
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 ⚠注意 次のような方法は法定の周知方法と認められません 

✖ 社長の金庫や人事・総務担当の引き出しやキャビネットに収納されてお

り、労働者が自由に閲覧することができない。 

✖ 一部のみを周知しており、賃金規定だけを閲覧させない。 

✖ 閲覧する際に社長や労務管理担当者に、申し込まなければならない。 

 

（労働者名簿・賃金台帳） 

 
★保存年限・時効★ 2020 年 4 月 1 日に法改正がありました 

（2020 年 4 月 1 日以降に支払われる賃金について） 

 賃金請求権（定期賃金，割増賃金，休業手当，年次有給休暇の賃金など）について

は、２年の消滅時効を５年に延長しつつ、当分の間は３年になりました 

（退職金請求権（５年）に変更はありません。） 
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 賃金台帳等の記録の保存期間を５年に延長しつつ、当分の間は３年になりました。

（記録保存の起算日は，記録の完結日と賃金支払期日のいずれか遅い方です。） 

 

 

12．労働契約の終了（解雇・雇止め）、退職時の証明等 

→ 「解雇」とは使用者からの一方的な労働契約終了の意思表示を指します。 

  （解雇理由により「懲戒解雇」「整理解雇」「普通解雇」等の呼称があります。） 

 「雇止め」とは更新ありの有期契約おいて、更新をせず契約を終了させることです。 
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（この「労働者の責に帰す～」の場合の認定申請を「解雇予告除外認定申請」といいま

す。） 

 

 

（解雇時・退職時に、労働者の請求により行わなければならない事務関係） 
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・ 解雇理由証明書や、退職時の証明については、ひな形がダウンロードできますので活

用してください。 
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13. 有期契約労働者に係る注意事項まとめ 
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14． 安全衛生管理体制 

労働者の健康管理や労働災害を防止するため、会社は労働安全衛生法により安全

衛生を担当する者を下表のとおり選任することが義務付けられています。 

 

 ※ 詳細は、リーフレット『安全衛生管理体制のあらまし（神奈川産業保健総合支援セ

ンター）』をご覧ください。 

https://www.kanagawas.johas.go.jp/files/libs/1403/201908291637506767.pdf 

 ※ 社会福祉施設は、下表の「その他の業種」に当たります。 

 ※ 選任基準の人数は企業全体ではなく、一つの事業場単位で考えます。 

 

 

（衛生推進者） 

 労働者が常時 10 人以上 50 人未満の介護事業場（その他の業種）では、「衛生推進者」

を選任のうえ、その氏名を掲示する必要があります。 

●資格要件 

① 安全衛生推進者養成講習を修了した者 

② 衛生推進者養成講習を修了した者 

③ 大学又は高専卒業後に 1年以上安全衛生の実務に従事している者 

④ 高等学校又は中等教育学校卒業後に 3 年以上安全衛生の実務に従事している者 

➄ 5 年以上（安全）衛生の実務に従事している者 

  ※上記②～④の要件を満たしている方にも養成講習等の受講をお勧めします。 
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  “養成講習”を行う機関は神奈川労働局ホームページ又はお問い合わせください。 

⑥  安全管理者、衛生管理者、労働安全コンサルタントおよび労働衛生コンサルタント

の資格を有する者 

 

●衛生推進者の職務（衛生にかかる業務に限ります） 

① 施設、設備等（安全設備、労働衛生関係設備、保護具等を含む。）の点検及び使用状

況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること 

② 作業環境の点検（作業環境測定を含む。）及び作業方法の点検並びにこれらの結果

に基づく必要な措置に関すること 

③ 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること 

④ 安全衛生教育に関すること 

⑤ 異常な事態における応急措置に関すること 

⑥ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること 

⑦ 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること 

⑧ 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること 

 

（衛生管理者） 

業種にかかわらず労働者が常時 50 人以上の職場では、労働者の健康障害の防止につと

める「衛生管理者」（衛生管理者免許などの資格が必要）を選任する必要があります。 
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（産業医） 

  

☕プラスアルファ ～法改正で産業医の権限が強化～ 

 働き方改革関連法により、労働者の業務や労働時間、健康診断実施後の措置につい

て、産業医への情報提供が義務付けられました。また、産業医から労働者の健康管理

などについての「勧告」があれば、会社は衛生委員会または安全衛生委員会に報告し

なければなりません。 

 

（安全推進者） 

 社会福祉施設は、安全管理者および安全推進者の選任が法律上義務付けられていませ

んが近年、転倒災害等の災害発生件数が増加しています。こうした状況から、常時 10人

以上の 49 人以下の労働者を使用する衛生推進者を選任する必要のある事業場に対して、

国は安全推進者の配置をガイドラインで求めています。 

 職務内容は、職場環境及び作業方法の改善、労働者の安全意識の啓発及び安全教育、関

係行政機関に対する安全に係る各種報告、届出等に関することとなります。 

※安全推進者の配置等に係るガイドライン 

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0111/7890/2014911144342.pdf 
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（所轄労働基準監督署への選任報告） 

 

⚠ 注意 ２０２５年１月１日より、選任報告を含むいくつかの手続きについては電

子申請が原則義務化されます。 詳細は、p43 リーフレットをご覧ください。 

 ≪↓現行の書面報告の様式≫

 

（※衛生推進者については選任報告はありません。） 
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 詳細解説ページ（←リンク） 
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（衛生委員会） 

 

 

☕ プラスアルファ ～化学物質の安全な取り扱いについて～ 

 消毒液や洗剤など、職場で扱う多くの製品には化学物質が含まれています。 

 化学物質による事故や健康障害を防止するため、製品の有害性や危険性を「安全デー

タシート（SDS）」やラベルで確認し、正しく取り扱いましょう。 

(職場における新たな化学物質規制)  https://www.mhlw.go.jp/content/001093845.pdf 
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15． 健康診断、ストレスチェックについて 

健康はかけがえのないもの。労働者の健康管理に一層配慮し、笑顔で働ける職場に

しましょう。働き方改革関連法により、1か月 80 時間を超える時間外休日労働を行っ

た労働者について、医師による面接指導制度の対象が拡充されました。 
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＜医師の面接指導制度＞ 

 過重労働で健康障害を起こさないため、時間外・休日労働時間が１か月あたり 80 時

間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、労働者からの申し出に基づき医師に

よる面接指導を行う必要があります（安衛法第 66 条の８第１項、安衛則第 52 条の２

第１項、第 52 条の３第 1 項）。 

＜ストレスチェック制度＞ 

 メンタル面の不調を未然に防止するため、常時 50 人以上の労働者がいる会社は、労

働者のストレスの状況について医師、保健師などによる検査を定期的に行うことが義

務付けられている（50 人未満は努力義務）。検査の結果、労働者から申出があった場

合には、医師による面接指導を行う（安衛法第 66 条の 10 第 3 項、安衛則第 52 条の

15、第 52 条の 16 第 2 項）。 

☕【産業保健センターをご活用ください】 

 労働者数 50 人未満の小規模の事業者を対象として、労働安全衛生法で定められた

健診後の産業医面接指導や保健指導等の産業保健サービスを無料で提供しています。 

 また、転倒災害防止や腰痛予防について無料の訪問支援も行っています。 

● 詳細は、本書冒頭 2 ページ目に記載しています。 

⚠要注意 ～夜勤シフト者は６か月ごとに健康診断が必要？～ 

 深夜労働※をする労働者は６か月以内ごとに 1回の健康診断が必要です。 

※ 常態として深夜時間帯（22:00～翌 5：00）の業務を 1週 1 回以上または 1か月

に 4回以上行う労働者。 

⚠要注意 ～健康診断はパート・アルバイトも対象～ 

 健康診断は正社員だけでなくパートやアルバイトなど短時間の労働者も対象です。

パート労働者で、週の労働時間数が正社員の４分の３以上、かつ契約更新により 1

年以上の雇用、または 1 年以上の雇用が予定されている労働者には健康診断をする

必要があります。 

⚠要注意 ～健康診断の費用を負担するのは誰？健診にかかる時間の賃金は？～ 

  健康診断は労働安全衛生法で定められた会社の義務なので、費用は会社が負担し

ます。 

一般健康診断は業務の遂行との関連で行われるものではありませんが、労働者の

健康確保は事業の円滑な運営にとって必要なものであり、健康診断に要した時間に

対する賃金は会社が負担することが望ましいでしょう。 

⚠要注意 ～健診結果は会社側でも結果の保存が必要～ 

 健康診断の結果は労働者に通知するのはもちろんのこと、健康管理を行う者が健康

診断個人票を作成し内容を確認、異常の所見があるならば医師の意見を聞いたうえ

で、必要に応じて就業上の措置を講ずるようにしてください。 

そのため、会社には健康診断個人票は 5年間の保存が義務付けられています。 
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（メンタルヘルス対策・ストレスチェック） 

 

 

※上記に加え、大企業（資本金 5千万円超かつ労働者数 100 人超）では令和２年６月

１日から、中小企業（資本金 5 千万円以下又は労働者数 100 人以下）では令和４年

４月１日から、「パワーハラスメント防止措置」が事業者の義務になりました。 
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16． 労働災害の防止／もし労災が起こった場合には 

一人でも労働者がいれば労災保険の加入は必須です。労災保険は会社が申告・納

付、年度ごとに更新が必要。労働者の万が一のため、労災の諸手続きを忘れずに。 

 

労働災害とは、安衛法で「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、

粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかか

り、又は死亡すること」と定義されています。 

なお、「災害補償」に関して労基法では、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかか

った場合」に、労働者災害補償保険法（労災保険法）では「労働者の業務上の負傷、

疾病、傷害又は死亡」の場合に補償や給付を行うと定めていることから、災害補償の

対象となる業務上の災害を「業務上災害」とも呼ばれます。 

 

 

(1) 労基法上の「災害補償」については、使用者が義務を負うものですが、法定の

補償項目は治療費や休業補償、障害補償、遺族補償など多岐にわたり、額が高額と

なって、事業主が負担することが困難であることから、労災保険法により各種の補

償が給付されている状況です。 

 

・ 労働保険については、いわゆる「強制適用」ですので、加入する・しないを事業

者や労働者が“選ぶ”というものではありません。（客観的に対象であれば加入手

続きが必要です。） 

・ また事業者が加入等の手続きを怠っていたとしても、時効の範囲内で遡及して適

用することができます。 

・ 労災保険の加入手続きをしていなかったとしても、労災保険給付の請求が可能で
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す。但しこの場合、事業者に費用徴収のペナルティが発生することがあります。 

・ 労働保険料の納付をしていなかったり、納付が遅れてしまっていても労災保険給

付の請求は可能ですが、この場合、事業者に費用徴収のペナルティが発生するこ

とがあります。 

 

(2) 労働災害が起こったら 

労働災害が発生してしまった場合、何より優先するのはもちろん被災者の救護

ですが、救護が終了した後に使用者がしなくてはならない事務があります。 

１つは「労働者死傷病報告」という所轄労働基準監督署への報告書類の作成、

もう１つは被災労働者に係る「労災保険給付」の証明等の事務です。 

 

 

 

（労働者死傷病報告） 

・ 休業が１日以上発生した場合に作成が必要。「不休災害」は作成不要です。 

⚠ 注意 ２０２５年１月１日より、電子申請が原則義務化されます。  

詳細は、43 ページをご覧ください。 
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・ 休業が１～３日の場合は様式 24 号で作成します。

 

・ 休業４日以上の場合は様式 23 号を使用します。 

 

（労災保険給付に関する証明事務） 

・ 労災保険給付を請求できる事案については、被災労働者に労災保険給付が請求でき

ることや、申請の専用書式があることについて、まずはご案内をしてくださいます

ようお願いいたします。 



51 
 

・ 労災保険給付の申請用紙について、「事業主の証明欄」が設けてあります。 

・ もし「この労働災害は私病ではないのか」等の疑念（例えば、持病や、自宅での転

倒など）を抱かれた場合は、事業主欄への証明は行わず、別途、任意様式にて「事

業主証明を行わない理由」等の文書を作成するなどして、お知らせください。 
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17． 女性労働者に係る法令 

（1）労働基準法関係のルール 

 

・ 産前休暇は「請求により」ですが、産後休暇については「請求の有無関係なく」、

ですので注意が必要です。 
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（2）育児・介護休業法のルール 

～安心して子育てをするために～ 

 育児・介護休業法では子ども保護の観点から下記の規定があります。 

●育児休業給付 

 雇用保険の被保険者の方が、子の出生後８週間の期間内に合計４週間分（28

日）を限度として産後パパ育休を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生 

時育児休業給付金」の支給を受けることができます。 

 また、原則１歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定要

件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。 

 支給を受けるためには、受給資格の確認を受ける必要があります。受給資格

があると確認された場合は、原則として 2 か月に一度、事業主が、事業所の所

在地を管轄するハローワークに所定の申請書をご提出ください。 

●看護休暇 

 小学校就学前の子を養育する労働者から申出があったときは、子が 1人の場

合は年 5 日、2人の場合は年 10 日の看護休暇を与える必要がある。 

※時間単位で付与できるようにしなければなりません。 

● 育児短時間勤務 

育児・介護休業法により、事業主は、3 歳未満の子を養育する労働者が利用

できる短時間勤務制度を整備する義務があります。1 日の勤務時間は原則 6 時

間とする必要があります。 

 

～介護をしている労働者のために～ 

●介護休業給付 

 雇用保険の被保険者が、配偶者や父母、子等の対象家族を介護するための休

業を取得し、介護休業期間中の賃金が休業開始時の賃金と比べて 80％未満に低

下した等、一定の要件を満たした場合に支給される給付金です（ 同一の対象

家族について 93 日を限度に３回までに限り支給）。 

 申請には「賃金月額証明書」と「介護休業給付金支給申請書」を各介護休業

終了日の翌日から起算して２か月を経過する日の属する月の末日までに事業

所を管轄するハローワークに提出する必要があります。 

 

☕プラスアルファ ～両立支援助成金の活用について～ 

 中小企業主を対象とした、労働者の育児休業取得や介護離職防止を支援す

る助成金制度もあります。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kos

odate/ryouritsu01/index.html 
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18． 相談・問い合わせ先，神奈川県下の労働基準監督署一覧 

相談・問い合わせ先一覧 

労働条件に関す

る相談 

解雇、賃金不払、有給休暇、労

働時間などの相談 

所轄の労働基準監督署 

または労働局雇用環境・均等部指導課 

TEL 045-211-7358 

最低賃金に関する相談 

家内労働・最低工賃に関する相

談 

所轄の労働基準監督署 

または労働局雇用環境・均等部指導課 

賃金制度の改善に関する相談 労働局雇用環境・均等部指導課 

外国語（英語・ポルトガル語・

スペイン語・ベトナム語・タガ

ログ語）による労働条件の相談 

労働局監督課 

 TEL 045-211-7351 

受付：午前 9時～午後 0時 

   午後 1時～午後 4時 

 

英語：第 1、第 3月曜日、毎週金曜日 

ポルトガル語：毎週火曜日、第 2第 4

金曜日 

スペイン語：毎週月曜日、火曜日、木

曜日 

ベトナム語：毎週水曜日 

タガログ語：毎週木曜日 

中国語：毎週水曜日、第 1、第 3、第

5金曜日 

 

職場環境に関す

る相談 

職場でのいじめ、パワハラ、人

権問題などの相談 

労働局雇用環境・均等部指導課 

横浜地方法務局人権擁護課 

TEL 045-641-7926 

職場での危険な作業 

職場での安全管理 

に関する相談 

 

所轄の労働基準監督署 

または労働局安全課 

職場での職業性疾病の予防, 

メンタルヘルス及び健康づく

りに関する相談 

 

所轄の労働基準監督署 

または労働局健康課 

労働保険に関す

る相談 

労働保険加入及び労働保険料

の申告・納付に関する相談 

労働局労働保険徴収課 

または所轄の労働基準監督署 

またはハローワーク 

 

労災保険に関す

る相談 

労災保険の申請や給付、労災年

金受給者の年金・介護に関する

相談 

 

所轄の労働基準監督署 

または労働局労災補償課 
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雇用保険等に関

する相談 

雇用保険の手続き給付、高年齢

者雇用継続給付などの相談 

育児休業給付・介護休業給付に

関する相談 

 

所轄のハローワーク  

 

労働者派遣及び

職業紹介事業に

関する相談 

 

労働者派遣事業に関する相談 

有料・職業紹介事業に関する相

談 

労働局需給調整事業課 

TEL 045-650-2810 

男女の均等取扱

い、育児、介護休

業などに関する

相談 

 

職場での男女均等取扱・セクハ

ラ・母性健康管理に関する相談 

育児・介護休業法に関する相談 

一般事業主行動計画の策定・認

定に関する相談 

 

労働局雇用環境・均等部指導課 

その他就労上の

問題に関する相

談 

 

労働基準関係法令に直接関わ

らない解雇など 

パートタイム労働法に関する

相談 

 

労働局雇用環境・均等部指導課 

労働組合などの

労使関係に関す

る相談 

労使団体に関する相談 

労働相談全般 

（かながわ労働センターホー

ムページから） 

 

かながわ労働センター 

TEL 045-662-6110 

川崎支所 TEL 044-833-3141 

湘南支所 TEL 0463-22-2711 

県央支所 TEL 046-296-7311 
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神奈川県下の労働基準監督署一覧 

署名 所在地／電話番号 管轄地域 

横浜南 〒231-0003 

 横浜市中区北仲通 5-57 

 横浜第二合同庁舎 9階 

横浜市 

 【中区、南区、磯子区、港南区、

金沢区】 

TEL：045-211-7374（監督・労働条件関係） 

   045-211-7375（安全衛生関係） 

   045-211-7376（労災保険関係） 

鶴見 〒230-0051 

 横浜市鶴見区鶴見中央 2-6-18 

横浜市 

 【鶴見区（扇島を除く）】 

TEL：045-501-4968（監督・労働条件関係） 

   045-279-5486（安全衛生関係） 

   045-279-5487（労災保険関係）  

横浜西 〒240-8612 

 横浜市保土ケ谷区岩井町 1-7 

 保土ヶ谷駅ビル 4階 

横浜市 

 【戸塚区、栄区、泉区、旭区、

瀬谷区、 保土ケ谷区】 

TEL：045-332-9311（監督・労働条件関係） 

   045-287-0274（安全衛生関係） 

   045-287-0275（労災保険関係）  

横浜北 〒222-0033 

 横浜市港北区新横浜 2-4-1 

 日本生命新横浜ビル 3・4階 

横浜市 

 【西区、神奈川区、港北区、緑

区、青葉区、都筑区】 

TEL：045-474-1251（監督・労働条件関係） 

   045-474-1252（安全衛生関係） 

   045-474-1253（労災保険関係）  

川崎南 〒210-0012 

 川崎市川崎区宮前町 8-2  

川崎市【川崎区、幸区】 

 横浜市【鶴見区扇島】 

TEL：044-244-1271（監督・労働条件関係） 

044-244-1273（安全衛生関係） 

   044-244-1272（労災保険関係）     

川崎北 〒213-0001 

 川崎市高津区溝口 1-21-9  

川崎市 

 【中原区、宮前区、高津区、多

摩区、麻生区】 TEL：044-382-3190（監督・労働条件関係） 

   044‐382‐3191（安全衛生関係） 

   044-382-3192（労災保険関係）  
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横須賀 〒238-0005 

 横須賀市新港町 1-8 

 横須賀地方合同庁舎 5階 

横須賀市、三浦市、逗子市、 葉

山町 

TEL：046-823-0858  

FAX：046-823-0824 

藤沢 〒251-0054 

 藤沢市朝日町 5-12 

 藤沢労働総合庁舎 3階 

藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、高

座郡 

TEL：0466-23-6753（監督・労働条件関係） 

   0466-97-6748（安全衛生関係） 

   0466-97-6749（労災保険関係）  

平塚 〒254-0041 

 平塚市浅間町 10-22 

 平塚地方合同庁舎 3階 

平塚市、伊勢原市、秦野市、中

郡（大磯町、二宮町） 

TEL：0463-43-8615（監督課・安全衛生課） 

   0463-43-8616（労災課）  

相模原 〒252-0236 

 相模原市中央区富士見 6-10-10 

 相模原地方合同庁舎 4階 

相模原市 

TEL：042-752-2051（監督・労働条件関係） 

   042-861-8631（安全衛生関係） 

   042-861-8632（労災保険関係）  

厚木 〒243-0018 

 厚木市中町 3-2-6 

 厚木 Tビル 5階  

厚木市、海老名市、大和市、座

間市、綾瀬市、愛甲郡 

TEL：046-401-1641（監督・労働条件関係） 

   046-401-1960（安全衛生関係） 

   046-401-1642（労災保険関係）  

小田原 〒250-0011 

 小田原市栄町 1-1-15 

 ミナカ小田原 9階 

小田原市、南足柄市、足柄上郡、

足柄下郡 

TEL：0465-22-7151（監督課・安全衛生課） 

   0465-22-7152（労災課）  

 



番号 項目 関係条文
チェック
○△×

△か×の場合、
改善した日

1
雇入れ時と契約更新時に、労働条件通知書を交付していますか。
＊書式は厚労省ホームページから最新のものをお使いください。

労基法第15条

2
やむを得ず労働者を解雇する場合、30日以上前に予告していますか。
＊予告日数が足りない分は、解雇予告手当の支払いが必要です。

労基法第20条

3
賃金は、毎月、一定の期日を決めて、全額を、通貨で、直接本人に渡すことで（本
人希望の口座振込みを含む）支払っていますか。
＊賃金明細書も交付しましょう。

労基法第24条

4
最低賃金額以上の賃金を支払っていますか。
＊毎年10月に改訂。最低賃金額以上か否かの比較方法も決められています。

最賃法第4条

5
原則の労働時間は法定時間以内としていますか。
＊時間外労働を除けば、1週40ｈ・1日8ｈ以内が原則です（小売業、卸売業、飲食
業などで10人未満の事業場は特例対象として1週44h・1日8h以内です）。

労基法第32条

6
休憩時間（自由利用の時間）を与えていますか。
＊6時間を超える労働は、超えないうちに労働の途中で45分以上確保。8時間を超
える労働は、同様に60分以上の確保が必要です。

労基法第34条

7 法定休日として、少なくとも週1回は休日を与えていますか。 労基法第35条

8
三六協定（サブロクきょうてい＝事業主と労働者代表者との書面協定）を監督署に
届け出ていますか。1週40ｈ（特例対象の場合44h）又は1日8ｈを超える時間外労
働（残業）や法定休日労働が発生する場合には、事前に届出が必要です。

労基法第36条

9

時間外労働に対して、割増賃金を支払っていますか（1.25倍、60ｈ超過分は1.50
倍）。
＊日々の残業以外にも、1週当たり6日目の労働は週40h（特例は週44h）を超える
ことがあり、これも時間外労働となりますから、要注意です。
法定休日労働に対しては1.35倍、深夜労働に対しては0.25倍の加算が必要です。

労基法第37条

10
割増賃金の計算方法（時間単価など）は適正ですか。
＊基本給だけを所定労働時間数で割ったり、週当たり40ｈ（特例対象事業場は44ｈ）を超え
る1か月平均所定労働時間数で割っている事業場が見受けられ、不足が生じています。

労基法第37条

11
年次有給休暇を付与していますか（権利の行使を妨げていませんか。）
＊請求理由は不用です。個人別の年休管理台帳を整備しましょう。

労基法第39条

12
児童を就労させていませんか。
＊いわゆる中学3年時の年度末（3月31日）までは、労働者として雇うことはできま
せん（軽易な労働については一定の要件で許可できる場合があります）。

労基法第56条

13
年少者（18歳未満）を雇った場合、年齢証明書（自治体発行の住民票記載事項証
明書で足ります）を備え付けていますか。

労基法第57条

14
年少者に禁止されている危険有害業務・重量物取り扱い業務、時間外・休日・深
夜労働を行わせていませんか。

労基法
第60～62条

15
労働者数10人以上の場合、就業規則を作成して、監督署へ届け出ていますか。
＊内容を変更した時も変更届が必要です。

労基法第89条

16 労働者名簿を作成していますか（本籍欄は削除してください）。 労基法第107条

17
賃金台帳を整備していますか。
＊必須項目は氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働、休日労働、深夜労働
の各時間数、基本給、手当の種類ごとの金額、控除の種類ごとの金額となります。

労基法第108条

18 労働関係書類は3年間保存していますか。 労基法第109条

19 労働条件の内容を変更する場合、労使合意の上で変更していますか。
労働契約法
第8，9条

20
労働者を雇入れた時及びその後1年に1回、定期に、健康診断を行っていますか。
＊結果の5年間保存と、有所見者は医師から就業上の意見聴取をお願いします。

安衛法第66，
66条の4

21
労働保険（労災保険＋雇用保険）に加入していますか。
＊労災保険は、短期や短時間勤務であっても労働者を1人以上雇えば加入義務
が生じます。成立届・申告書の提出をお願いします。

徴収法第3～4条
の2、15条

点検者職氏名

基本事項チェックリスト21（自主的改善のためにお使いください）
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